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環境基本条例

私たちは、豊かなftJ然と先人の某し、た

歴史的及び文化的遺産の恩恵を享受し、

良好な環境の下に生活してきました。

しかし、最近の激しい社会経済情勢の

変化と都11J化の進展に伴い、この恵まれ

た環境が損なわれようとしています。

やすらぎと潤いのある良好な都市環境

を形成し、さらに、これを次のHt代へ継

承することは.現代に牛きる私たちの責

務でもありますO

そこで、本市では良好な環境を保全す

水と緑の保全と創造

るため、 「熊本市環境基本条例」を制定
しました。

この条例は、本市の21位紀-向けた新

しい街づくりの憲法と位置づけられるも

のであり、環境行政を総合的に推進して

いくうえでの基本となるものであります。

環境総合計画の策定

l・、-・∴ 1一丁:;vii:'こ　　-n⊥一'.蝣'I　こ・」7..-

ら地球的規模まで複雑多岐にわたってい

ISl

これらの問題は、私たち人間の日常生

活が環境に過度の負担をかけていること

に起因しており、この解決のためには、

多方面にわたる行政施策、企業の事業活

動のあり方、私たちI一・八一人の生活様式

に至るまで、大きく見直していかなけれ

ばなりませんO

本市では、多様な都市機能と環境とか

調和した「ヒューマンシティくまもと」

を実現し、将来の市民-継承するため、

「熊本市環境総合計画」及びこの計画を

推進するための環境事前配慮指針を策定

しました。

今後さらに、環境情報システム等につ

いて整備することとしていますO

リサイクルの推進

I."!- ∴~:.-i.v'i　・・f]:∴rl蝣　--Li」O.lV i

ためには、もっと再任資源の活用や不朋

品の再使用を進めていくことが大切です.っ

本i¥iでは、 r再生資源集団剛又助成制

度」により、丁一便会等の集団担川又活動に

対し助成金を支給し、再'k資源の集川回

収を活性化するとともに、 「りサイクル

インフォメーションくまもと」を設;程し

:-1川'.-.ill'∴ ?・・!.〕 :二蝣I1..;　　∴ ∴一一・

輔使用を促進していますO
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●立田山憩の森

付近略図

こ蝣　^ヽ

●

函rli^^b

~~lさ-'-*S?. -s T胃子守頓

水と緑の保全と創造

を進めており、その中には「立田山憩の

森」が開園され、市民の健康増進や憩い

の場として利用されていますO

さらに、平成元年に制定された「熊本

市緑地の保全及び緑化の推進に関する条

例」に基づき、既存の緑地の保存にも努

めていきます。

地下水保全

水は、私たちが健康で文化的な生活を

営む命の源であるとともに、産業活動、

都市活動など社会経済をささえる貴重な

資源ですO

本市ではその水資源を64万市民の飲料

水はもとより、工業用水、都市活動用水、

そして、農業用水の一部を地下水で賄っ

ています。

この貴重な地下水を守るために、昭和

51年に市議会で「地下水保全都市宣言」

が決議され、昭和52年には「熊本市地下

水保全条例」を制定し、全市的な地下水

保全対策に取り組んできました。そして、

平成3年3月には、熊本地域の市町村の

協力を得て「財団法人熊本地下水基金」

が設立され、広域的地下水保全対策が推

進されています。

しかし、近年人口の増加や生活様式の

多様化などによる水需要の増加や都市化

の進展によるかん養城の減少、さらには

一部地域での地下水汚染など、地下水を

取り巻く状況は楽観を許さないものがあ

JESl!

このような状況の中、今後は市民、事

業者の節水にI対するより一層の理解と

協力を得ながら地下水の再利用などの水

利用の合理化を推進し「節水型社会の形

成」を目指すとともに、地下水の質、量

の保全や監視、調査研究体制の確立など、

地下水保全のため施策を積極的に展開し

ていくことにしています。

1・し

では、地球的規模で

の環境問題の解決が

国際的な課題となる

とともに、身近な環

境においても自然環

境の積極的な保全や

(8.5%)快適な環境の創造を

交通　どが強く求められて
(4.9%)きています。

こうしたなか、公害

防止対策も従来の枠

●苦情内容別件数(平成3年度)

全般を考えなが

公害防止意識の啓発

公害防止対策を円滑に進めていくため

には、工場・事業場はもちろん市民の皆

様のご理解とご協力が必要です。そこで、

公害防止に関する意識を高めていただく

ため、ビデオやパンフレット、または各

種イベントなどを通しての啓発活動を積

極的に進めています。

公害防止対策の推進

公害防止対策の基本は、その未然防止

ですO　そこで、工場・事業場設置に対す

る事前指導の徹底や公害防止協定の締結、

水と緑の保全と創造

には公害防止施設資金融資制度の活

どを通した未然防止対策を進めると

に、既存の工場・事業場に対しては

防止施設の管理や有害物質の使用な

する監視指導を徹底していますO

梁監視体制の強化

時頼の健康と密接に結びついて

質などの状況を迅速的確に

、大気測定局の整備・拡充

騒音などの公害の監視体制

、市民が安全で快適に過ご

の保全に努めています。

隻

生活水準の向上に伴い、私たち

舌ニーズは多様化、個性化の方向へ

でいます。

ような状況の中で市民の生活の安

守るため、食品衛生・環境衛生の監

晴導を行うとともに、衛生講習会等も

陸的に開催しています。

また、平成元年4月1E】 「熊本市ラブ

ホテル建築規制に関する条例」を制定し

快適で良好な生活環境の実現と青少年の

健全な育成を図っています。

一方、環境衛生事業所では、地域団体

の活動と連携して、除草、防疫、ねずみ

・衛生害虫の駆除等を行い、清潔な環境

づくりを進めるとともに環境の美化に努

め、健康な市民生活を支える快適な環境

づくりの一翼を担っていますO

墓地・斎場

本市は、 7ヶ所(333,400m2)の市営墓

也(園)及び納骨堂(800壇)を有し、永眠

された祖先の安住の地として市民に利用

されていますO

また、斎場は、火葬炉14基と広い待合

室を設け、熊本市民だけではなく、隣接

町村の住民にも利用されています。
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熊本市 ごみ憲章

1. ごみを生み出すようTl無用な消費はやめましよう。

1I ごみを捨てようとする前に、もう. 度生かすことを考えましよう。

1. ごみは、他人の迷惑にならないようおもいやりをもって始末しまし

よう0

東部清掃工場第二工場棟(完成予想図)

(東部清掃工場第二工場棟概要)

建設場所:熊本市戸島町2570番地

(現東部清掃工場敷地内)

敷地面積:約1万8千m2 (第二工場棟分)

着　　工:平成2年12月20日

竣　　工:平成6年6月3I日(予定)

処理能力:6001/日(300t,/日×2炉)

総工費:約234億円

真空式ごみ収集システム

liコヨ

-**
,　て一■~
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ごみ処理

市政運営の指針となる基本構想の中で

将来の都市像の第一に「水と緑の人間環

境都市」が掲げられ、快適を生活環境を

確保するうえでごみ処理行政の果たす割

合はますます重要になってきていますO

本市のごみ排出量をみますと、平成3

年度は対前年度比で1.5%の微増となっ
ているものの、依然として増加傾向にあ

り、清掃工場の焼却能力も限界に近づき

つつあります。このような状況に対応す

るため、平成6年度稼働を目指して処理

能力600㌧/日の新清掃工場を建設中のほ

か、次期埋立処分場の確保にも着手して

います。

さらに、ごみ収集の近代化・効率化を

図るため、全国に先がけて「真空式ごみ

収集方式」を導入し、利用戸数の拡大に

努めておりますo

ごみ減量対策としては、市民1人1日

IOOgのごみ減量を呼び掛ける「ダイエッ

ト100キャンペーン」のほか「施設見学バ

スツアー」、 「コンポスト容罫の普及促進」

等に取り組んでいますO

今後、ごみ分別の徹底等ごみ出しマナ

ーの向上を進めるため、 「美化減量推進

員制度」や「透明なごみ袋の導入」等を

検討しています。

●ごみ排出量の推移

■i　年間総排出量

もえるごみ

凸

もえないこ`み・大型ごみ

__A____---・か一一一　　一4---------」*

資源ごみ
-n　　-　　　　　　　　　　　　l　　　　　　--　-　--　コ　　　一・一　-I

昭和62年度 63　　　　平成元年度　　　　2　　　　　　　3

注:平成3年度の排出量には、台風】9号による災毒ごみ
的2万2千㌧が含まれます。

一　　　　、 _ .一一. ,.-I Ll

し尿処理

し尿処理事業については、市民の快適

な生活環境を保つため、計画的で円滑な

収集と適正処理に努めていますO

下水道の普及に伴い、し尿処理人口は

年毎に減少しており、平成4年度のくみ

取り人口が7万9千人、浄化槽人口が18

万人となっています。

し尿収集はし尿処理計画に基づいて市

城を校区単位に地区割りし、許可業者

(7社)による計画的で円滑な定期収集を

実施していますO　くみ取りは月1回以上

の収集、浄化槽については月1回の保守

点検と年1回以上の清掃を行っていますO

収集したし尿と浄化槽汚泥は、東部汚

水処理場と中部浄化センターで適正に処

理しています。

特に、東部汚水処理場では発生する消

化ガスを、消化槽加温や老人憩の家浴室

の熱源として供給するなど、有効に活用

しています。
次に、環境問題が社会的にもクローズ

アップされている今日、公共用水城保全

対策の一環として、し尿と併せて生活雑

排水が処理できる小型合併処理浄化槽設

置に補助金を交付し、その普及促進を

図っています。

さ_らに、市民サービスの向上と近代的

水と緑の保全と創造

・
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I. 白川パーク

都市機能の拡充を目的に、清潔で明るく

使いやすい公衆トイレ「美粧化トイレ」

の整備と、きめ細かな維持管理を行い、

好評を得ています。

今後とも、 21世紀に向けて快適を都市

環境づくりを目指し、生活環境の保全と

都市機能の充実に努めています。

人　口

CZS昭

400

300

200

一oo

O

●処理別人口の推移
(平成3年度から旧4町卦を含む)

_一一一一-

._-.

-----__-_・　J

_一下水道人口

」3ISE, Uせ

くみ取り人口

62　　　63　　　　　　　　　　　　　　年度

●処理量の推移
、＼　　　　(平成3年度から旧4町分を含む)

処理総量

処理量
くflki-

:「＼ -(こ年月
lgEl

1iさl

＼-＼　　　　　　　　/浄化槽汚泥

--~~~、∴＼ふぐノ′
、-＼二＼一一

一ー----くみ取りし尿

63　　　元　　　　2　　　　3年度

23
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熊本市では、過去に幾多の災害を経験

してきました。

明治22年の熊本地震、昭和2年の潮害、

昭和28年(6.26)の水害、又、最近では

平成3年の台風19号、長崎普賢岳の噴火

による降灰等--0

この様な、何時発生するかわからない

災害に対して、市では各防災関係機関と

共に災害危険箇所の調査、防災会議、総

合防災訓練等を実施し、防災体制の確立

を計っています。

-J7'、災害が発生した場合、適切な対

処ができるように、水防情報テレメータ

. 1　°　　・Iil.i、 ,'.'li　　小Il限_ll<

末装置等の機器の整備を行い、災害の予

測を迅速過if.化するとともに、防災行政

無線による、過信の確保など、災害応急

対策の充実、整備につとめています。

このほか市では、市民一人ひとりが防

、

_,l・ ,一一!サm蝣:-蝣蝣:,一.a

災に関心をもって頂くため、防災展の開

催、防災パンフレットの配布、自主防災

組織の結成等防災思想の啓発、普及をは

かり、市民と一体となった「災害のない

町づくり」を推進しています。

河川排水路

市内には白川をはじめ坪井川など大小

の河川,用排水路が縦横に走っています

が、このなかで、昭和28年には白川の大

水害が、 55年には坪井川のはんらんで大

きな被害をこうむりました。

このため、激甚災害対策特別緊急事業

がはじまり、河川の改修は急速に進めら

れてきました。さらに坪井川上流は「ふ

るさとモデル河川」の指定を受けて多目

的遊水池事業が進められ、坪井川の治水

安全度が大きく向上していますo

藻器堀川や健軍川、万石川、麹川など

の都市小河川は整備事業で改修維持管理

が行われているため、都市型水害の発生

を未然に防ぐのに役立っています。杵に

藻器堀川は保田窪放水路の建設と水前寺

公園地区の改修を急いでいますが、完成

すれば常山水前寺地域の浸水緩和には大

きく役立つことになります。また、健軍

川は5・3水害(昭和63年)の経験から健軍

町・新外3号橋から下流2.5kmを重点的

に改修するなどしていますO

改
修
さ
れ
た
健
軍
川
(
京
塚
上
橋
付
近
)
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●主な火災原因と焼損面積(平成3年)

ヽ

火 災 件 数

原 因 別

焼 損 面 積 m O

3 0 2 5 2 0 15 10 0 3 0 0 4 0 0

天 ぷ ら 油

放 火
C # H )

火 逆 ぴ

2 7 】 4 0 0

】0 72 5

l5 2 8 6

-4 -

9

ス ト I プ

た ば こ

3 5 3

I J9

9 電 気 機 器 5 2

●救急件数等の推移

:1∴-撮喜昔監

消防の業務
消防の伝統的、中核的業務は、火災の

消火活動です。消防は、火災と闘いなが

ら、人々の生命、身体、財産を守ってき

ました。

しかし今日、消防を火災の消火活動の

みで語ることはできませんO　その業務は

火災予防の領域に広がり、さらには救急

業務や救助業務へと拡大し、地域社会の

隅々にまで関わっています。

地域防災拠点としてオープンした田崎出張所

消防の活動
消防隊や救急隊は様々な災害,事故に

出動していますが、本市における平成3

年中の活動状況は、火災182件、救急出

場12,350件、救助出場235件、風水害等

その他の災害出場251件であり、火災だ

けではなく様々な事案に出動していますO

こうした事案に的確に対処するため、

1局、 3消防署、 13出張所に消防職員608

人、ポンプ車23台、救急車16台、梯子車

・救助工作車などの特殊車10台を配備す

るとともに、消防団1団76分団、団員

3,522人の消防体制を整え市民の安全を

守っています。

交通事故発生状況指数表(昭和62年-I 00)

63　　　　63　　　　元　　　　2　　　　3

</・..蝣蝣蝣蝣蝣'-蝣'*、　　　　　　　　　　　・.

∴・*蝣>.ヽ

高齢者(68歳以上)の交通事故年別推移

62　　　63　　元　　　2　　　3

交通安全

近年のモータリゼーションの発達は、

交通量の増加、交通手段の多様化等の問

題をもたらし、人口の高齢化とともに交

通事故はますます増加し、大きな社会問

題となっています。

交通災害共済収支脚　E]至芸霊宝細　安全で快適な都市基盤の整備

20　　　　60

本市では、老人、子供はもとより、市

民の皆様が安心して暮らせる安全で快適

を交通社会を実現するため、幼児、児童、

高齢者等を対象とした、映画や講話等に

よるわかりやすい交通安全教育や交通指

導員による通園・通学路における街頭指

導、広報活動等を実施し、交通マナーの

Ail':r//I). '・.._I/

・一・・・一年▲L -A

表写事二品
_,d表■騨P
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向上を図っております。

また、見通しの悪い交差点やカープ等

の交通危険箇所にカーブミラー、足型マ

ーク等交通安全施設の整備・充実に努め

るほか、交通安全全般にわたっての諸施

策を積極的に推進しています。

更に、交通事故被災者に対する救済対

策として、交通災害共済事業、交通遺児

援助基金制度の拡充や交通事故相談所の

充実に努めています。

放置自転車対策
通勤、通学、買物等の手軽な交通手段

として利用される自転車が駅周辺や商店

街等に大量かつ無秩序に放置され、歩行

者、自動車等の通行を妨害し、都市環境

の悪化等の諸問題を引き起しています。

このため、」二熊本市自転車の放置防止に

関する条例」 (昭和61年4月1日施行)に

基づく放置禁止区域の指定や、放置自転

車の移動保管等により駐輪に対するマナ

ーの向上を図るとともに、 4月に上通り

サンデ-パーキング(119台収容)、 9月

には、 J R熊本駅の用地を借り上げ駐輪

場(200台収容)を開設するなど施設の整

備を進め、市民の良好な生活環境と都市

美観の維持に努めています。

また、平成5年2月には、熊本市辛島

公園地下自転車駐車場(自転車500台・バ

イク400台収容)が完成し、周辺の駐輪状

況の緩和が期待されますO

27
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市営住宅
市営住宅は戦後の住宅難の時代を背景

に、国の援助を受けて量の確保を目指し

てスタートしましたが、近年は質の向上

を目指し市民の快適な生活環境を実現す

るため、環境に重点を置いて建設してい

ます。又、高齢者や障害者にやさしいす

まいづくりをEH旨し、間取りも広く設備

も改善されたものに向上しましたC

平成元年からは、古くなった木造住宅

を、 「豊かさとゆとりを実感できる住居」、

具体的には新地団地・託麻団地の様に、

従来の箱型アパートでなく斬新なデザイ

ンをもつ団地-と建替を行っていますO

このほか、住居と職場の近接に対する

市民の要望に応え、市中心部のスプロー

ル化を防止するため「市街地住

宅供給促進事業」や借上公

共住宅等の民間活用と併せて年間住宅建

設戸数500戸をE]指し、事業を推進して

usa

平成4年10月1日現在の市営住宅管理

戸数は、 9,622戸(約2万9千人が入居)

で、その管理についても住宅の僚用状況

を把握しながら、適切に行っていますO

建築指導
平成3年度の建築確認申請受付件数は

4,447件で、対前年比の約4 %減となっ

ています。また市の中心部の住宅建築戸

数は、当該地区における中高層共同住宅

などへの立て替えが促進されたため数年

増加傾向を示しておりましたが、平成3

年度からは減少傾向をたどっています。

本市では、魅力ある都市形成の施策と

して公開空地の創設による市街地の環境

改善や市民の自主的な町づくりへの参加

など、建築基準法に基づく総合設計制度

や建築協定の推進に積極的に取り組んで

います。また独自に優秀建築物制度

を設け、広く市民から推薦を受けた

ものの中から優秀な作品を表彰する

など、潤いと安らぎのある質の高い

町づくりを目指しています。

一方、市民の環境保全に対する意

識も高まりつつあり、建築行政に対

する期待も複雑多岐にわたっていま

す。このため「電波障害の防止に関

する指導要綱」、 「中高層建築物の

1i、・屯iSSP　,.三こ_

●住宅関係着工(新築)戸数

の推移　　　0-け戸

一一二_∴ ~∴　　　　二

∴- :二二二∴

平成3年…治飴

建築に関する指導要綱」、 「パチンコ店の

建築に関する指導要綱」などを制定し、

建築主と周辺住民の相互理解を図ること

に努めています。

また、年々増加する既存建築物の防災

対策は市民の安全を確保するうえでも重

要であり、大型店舗、病院、ホテルなど

不特定多数の人々が利用する特殊建築物

を対象として、消防局と合同で定期的に

防災査察を実施するとともに、窓ガラス、

外壁、看板などの落下物についても調査

・指導を行なっています。

さらに、民間の建築関係団体の協力を

得て設けた「建築行政協力員制度」によ

り、違反建築物の未然防止や建築パトロ

ールを実施するなど市民と一体となった

監視の強化を図っており、違反建築の減

少が期待されています。 都市公園の整備は、大正13年に水前寺

運動公園を建設したときから始まります。

その後の計画的な整備により、

平成4年度未には、 557箇所、面
●-人当り公園面積の推移 積458ha、市民-人当たり7.2

m2の広さとなる見込みですO

今後さらに安全で快適な都市

基盤の整備を図るため、

1.地域に密着した児童公園、

近隣公園などの基幹公園の計

画的な整備を積極的にすすめ

る。

2.中心市街地にオープンスぺ

昭和引　　55　　60平成2　4　　12

-スを確保するため、河川敷公園、緑

地の整備を促進する。

3.レクリエーション需要の高まりに対

処して、広域公園の整備をすすめる。

ことを基本として、西暦2000年までに市

氏-人当たりの公園緑地面積をIlm'以上

とすることを目標としています。

公園建設にあたっては多様化、高度化

する市民の意向を反映し、周辺の公共施

設や景観と連携を図りながら、社会の変

化に的確に対応した「ふっと利用してみ

たくなる」魅力と活力のある公園づくり

を推進しています。

公園リフレッシュ事業は、古い公鬼を

周辺環境の変化に伴い、現代に適合した

公園として再整備しているもので、蓮政

寺公園は、中心市街地の緑あふれる憩い

の場として生まれ変わりました。

また、水前寺江津湖公園庄口地区や坪

井川緑地は、健康への志向が高まる中、

市民が、自然の中で気軽にスポーツを楽

しむことの出来る新しい公園として急ピ

ッチで整備を進めています。
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に、潤いのある生活や産業の振興に欠か

せない施設として機能しています。この

ため、都市の発展による水需要の増大に

合わせ、施設の拡充や配水管網の整備等

の先行投資を行い、断水や出水不良が起

きないように水の安定供給に日々努めて

いますO　更に、熊本地区については水道

局内に管理センターを設置し、コンピュ

ーターを使って総延長1,914km!こ及ぶ導

・送・配水管で結ばれた水道施設の効率

的運用と水の有効利用を図っています。

特に本市は、水道水源のすべてを清列

で豊富な地下水に頼っている水環境に恵

・まれた全国屈指の都市です。しかし、近
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.嘩㌣~地下水の質・量の保全問題について

市民の関心も年々高まり、このような状

況を踏まえ本市の地下水と上水道につい

て広く市民が学習し理解してもらうため、

平成2年10月に上水道創設の地である八

景水谷公園内に「水の科学館」をオープ

ンしました。毎日、多くの子供たちを中

心に市内外から見学者が訪れ盛況を呈し

ております。

配水量は現在、日量平均24万m3で、そ

の多くが市民の日常生活に使用されてお

り、今後とも更なる市民サービスの向上

を目指し「低廉・豊富・清浄」な水の安

定供給に努めると共に社会情勢の変化に

応じた事業を推進することとしておりま

す。

東部浄化センター

●下水道人口比音及率

%

一oo
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S60　　　　　　62　　63　　　元　　2　　　3　年度

豊かな自然と快適な生活は私たちみん

なの願いです。下水道は生活や生産に使

われた水を衛生的に排除し、きれいで安

全な水に処理して、川・湖沼・海にもど

すための施設です。

昭和23年に中心市街地に着手して以来、

逐次区域を拡大し、現在10,708haの区

域に基本計画を策定、事業認可区域は

8,334haとなっています。

計画区域を5処理区に分割し、このう

ち中部、東部、南部、北部の各処理区に

ついては既に処理開始しており、西部処

理区については平成2年度より処理場の

建設に着手しています。

平成3年度末における整備面稗は5,582

ha、処理人口36万人、人口比普及率57.8

% (全国平均45%)となっており、今世

紀中の完備をめざし事業の推進を図って

います。また、平成3年2月の旧飽託4

町との合併を契機に計画区域の拡大につ

いて検討しています。

安全で快適な都市基盤の整備
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529戸)に供給しており、南部浄化セン

なお、下水処理場で処理した水は有効　　タ-でも場内の水洗便所、泉水に卜水処

な水資源となるため、中部浄化センタ一　　理水を使用しています。今後も処理水の

では、昭和60年から稲作のかんかい用水　　有効な利用について積極的に取り組むこ

として近隣の水田225ha (対象農家戸数　　とにしています。
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都市計画
都市計画は、農林漁業との健全を調和

を図りながら、健康で文化的な都市生活

を確保するため、適正を制限のもとに、

土地の合理的利用を図ることを基本理

念としています。これに基づき、一体の

都市として総合的に整備し、開発し、及

び保全する必要がある区域を市町村の行

政区城にとらわれず都市計画区城として

定めています。

本市は、 1市6町で構成する熊本都市

計画区域42,479haの大部分と植木町を

中心とする植木都市計画区域6,855haの

一部及び都市計画区域外(河内町全域)

で構成されています。

熊本都市計画区域(市域分23,090ha)

は市街化区域(市城分9,927ha)と市街

化調整区域(市城分13,163ha)とに区分

され、計画的な市街地の形成や都市景観

に配慮した住みよい街づくりを、また一

方で無秩序な市街地の開発規制に努めて

32
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植木都市計画区域(市城分137ha)は、

市街化区域と市街化調整区域の区分は無

く、用途地域指定(市城分14.1ha)とそ

れ以外(無指定区域・市域分122.9ha)と

に区分され、適正な建物用途の配置及び

必要な規制を加えた開発許可あるいは周

辺と調和のとれた建物の誘導に努力して

います。

また、都市の面的開発整備としては、

南部第一土地区画整理事業等の区画整理

事業や開発許可制度による計画的な整備

を図っていますO

平成3年度末現在の都市計画施設の計

画が決定されているものは、道路52路線、

公園203ヵ所、緑地15ヵ所、墓園3ヵ所、

流通業務団地1ヵ所、自動車ターミナル

2ヵ所、駐車場1ヵ所、駅前広場5ヵ所、

下水道終末処理場5カ所、汚物処理場1

ヵ所、ごみ焼却場2ヵ所、火葬場1ヵ所

であり、順次整備が進められています。

なお、市街化調整区域については、市

街化を抑制し、自然環境の保護と活用を

図り、優良農用地の保全と農業基盤の整

備に努めています。

都市拠点整備
本市の総合計画では、均衡のとれた秩

序ある市街地を形成するため、中心部の

中枢的な機能の高度化とともに、周辺の

既成市街地のなかの主要な交通結節点や

商業、文化、行政機能等のまとまりのあ

る地区を主要拠点として更に整備・拡充

することとしていますo

中心部においては、都市機能の拡充の

ため国際交流会館、地下駐車場の建設や

シンボルロードの整備等とともに、民間

再開発による商業・業務機能の拡充整備

を促進していきます。現在、本県で初め

ての優良再開発建築物整備促進事業を適

用し歩行者空間や周辺環境に配慮した泉

質の建築物が建設されており、今後のこ

の種の再開発事業の先導的な範となるも

のと期待されます。

一方、主要拠点の一つである熊本駅周

辺については、熊本駅前北地区第一種市

街地再開発事業の完了、進学塾の開校、

環境美化整備事業等により駅周辺の活性

化推進に大きな効果をあげています。更

に、副都心としての形成を図るため「熊

本駅周辺地域整備構想」を基に、交通結

節点としての強化や、商業,文化施設の

集積による都市機能を高め、本市の玄関

口に相応しい、人の集う、活気のあるま

ちづくりを、地元住民参加のもと計画的

に進めていきますO

その他の主要拠点についても、地区の

特性や要素を活かした活性化や居住環境

の形成を図るため、自然との調和、周辺

環境の保全・向上に配慮しつつ適正な都

市機能の配置・更新を図る地区整備を積

極的にすすめていきます。

豊かで潤いのある都市空間の創造とと

もに、活力ある拠点地区の創造を目指し

て市民主体の都市づくりを推進しますO

区画整理
土地区画整理事業は、計画的で秩序あ

る街づくりを進めるたりに、道路、公園、
水路などの公共施設を整備し、宅地の利

用増進を図ることを目的としていますo

本市では、戦災で焦土と化した市中心

部の復興土地区画整理事業をはじめ、東

部第一土地区画整理事業など、既に34地

区1,439.3haが完了しています。

安全で快適な都市基盤の整備

現在、西部第一土地区画整理事業外7

地区約59.9haで事業が行われています

が、中でも西部第・一土地区画整理事業は

西南部地域開発の拠点づくりをめざし、

都市計画道路近見沖新線の整備とともに、

鉄道高架化による地区分断の解消、 J 良

新駅設置など、島町周辺を含め一体的に

面整備を行うため事業が進められていま

すO

また、市街化区域内の残存農地(30地

区、 703ha)、及び特定保留地区(8地区

173ha)について、区画整理事業のPR、

啓発を積極的に行い、住民参加のもと魅

力ある街づくりの推進を図っていく方針

ですO

地籍調査
地籍調査事業は、国土の基礎調査であ

り、国土の自然的な実態を科学的に明ら

かにし、国土をより高度に、かつ合理的

に利用するための基礎資料を整備するこ

とを目的としています。

本事業によって、財産の保全はもとよ

り、土地利用の高度化、居住環境の整備

等、あらゆる都市づくり施策の基礎資料

として多目的に利活用できる成果(地籍

図・地籍簿)ができますO

本市においては、国土調査促進特別措

置法に基づき平成2年度を初年度として

10ヶ年計画を作成し、本市の東部地区

43.80平方キロメートル、約83,000筆に

ついて地籍調査事業を計画し、平成4年

度までに3.37平方キロメートル、約12,000

筆の調査が完了しています。

また、平成3年度には、都市部地籍調

査促進事業を導入する等、より密度の高

い地籍調査事業を、関係者の理解と協力

を得ながら、積極的に推進しています。

下通共同ビル(仮称)完成予想図
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熊本都市計画道路3-3- 12号本荘犬測線

都市計画道路
都市計画道路は、第11次通路整備5ヶ

年計画(平成5年度～平成9年度)の整

備方針に基づくとともに、総合的な観点

に立ち熊本都市圏内の交通混雑の解消と

市内交通の円滑化を図るため整備を進め

ています。

特に、主要な幹線道路については、環

状、放射状に整備を行い市中心部-の交

通集中の弊害をなくし、交通施設の中核

的役割を果たす道路に整備しますo　さら

に、幹線道路を補完する道路については、

適正かつ合理的な土地利用を促進させ、

良好な住環境の保全、即ち地域の特性と

緑地保存等にも配慮し、生活通路として

利便性の高い道路に整備します。

現在、熊本市城の都市計画道路は、 52

路線の総延長195kmが決定され、延長108

kmが改良済で、整備率は55.5% (H4.3.

31現在)であります。平成5年度は野口

活水練をはじめ、 12路線16箇所の整備を

計画しています。

市道整備
退路は、都市の経済・文化が発展する

ための社会資本として最も基本的な施設

であり、非常に重要な役割を担っており
mm

しかし、都市圏における自動車交通量

の増大により、主要幹線道路の慢性化し

た交通渋滞が各地域において顕著に表れ

ています。その対策として、これらの主

東町団地コミュニティ道路

要幹線道路を補完する1、 2級幹線市道

の新設及び改良を有償方式を導入して実

施しており、バイパス的役割と共に地域

間の交通ネットワークの形成など、整備

計画に沿った事業の進展を図っていますO

また、近年、生活の質的な向上と共に

安全で快適を通行空間の形成、其の豊か

さが実感できる生活優先の道路牽備が強

く求められています。このような、経済

力に見合った、社会的要求に対応するた

め、重点施策として幼児や高齢者、障害

者が安全、快適に通行できる歩道づくり

の推進、さらには歴史と文化の香り漂う

潤いに満ちた道路の環境整備など自然環

境との調和も考慮した、自然と会話でき

る四季感豊かな通行空間の創出に努め、

全ての人々にとってやさしい道づくりを

推進しています。

地下駐車場
自動車が、私たち市民の日常生活と、

商業、業務の社会活動に必要不可欠な交

辛
島
公
園
地
下
駐
車
場

通手段となっている現在、駐車場は、都

市機能の充実、道路交通の円滑化に対応

するための重要な交通施設として整備す
る必要があります。

市の都心部では、通路容量の不足に加

え、駐車場の需給バランスの崩れによる

道路混雑がみられます。

また、都心部の駐車場不足は、既存の

商業、業務の低下を招き、これらの施設

が、郊外に移転するなどで、都心部の空

洞化の要因にもなります。

このことから、市では道路本来の機能

回復と、都心部の活性化を図る上からも、

道路整備と共に、駐車場の整備を官民一

体となって推進しますO

「辛島公園地下駐車場」は、市制100周

年事業として、平成元年度から工事に着

工して、平成5年2月に供用開始しまし

た。この駐車場は、自動車の収容台数

625台と、駐輪場並びに地下通路を併設

し、二輪車400台、自転車500台を収容す

る九州で最大規模の地下駐車場です。ま

た、現在建設中の地下通路は、平成5年

秋に完成予定で、これらの施設は、都心

部の都市環境と歩行者の利便性、快適性

に大きく寄与するものと期待されます。
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市営交通は、電車が大正13年8月、路

線パスが昭和2年11月の創業で、平成3

年度末の車両数は、電車43両バス190両

で、一日平均8万人を越える乗客を運ん

でいますO

市民の『足』として重要な役割を果た

している市営交通機関も、昭和40年代の

モータリゼーションの発達に伴い電車は

昭和38年、バスは昭和44年をピークに乗

客数は年々減少が続き、電車については、

川尻線を始め教本の路線が廃止されまし

た。

しかし、軌道敷内-の他車の乗り入れ

禁止や、バス専用レーンの設置、電車・

バスの冷房化、新型電車・新都市型バス

の導入、都市景観にマッチした電停の整

備、停留所上屋の設置、利用客のニーズ

にあったダイヤの見直し等一連のサービ

ス改善を続けた結果、乗客数が電車で平

成2年度2.2%、平成3年度8.0%、バス

についても平成3年度3.8%の増加とな

っていますO

今後も更に利用客の回復に向け、努力

を続けていきます。

安全で快適な都市基盤の整備

●乗車人員の推移
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熊本空港

熊本空港

昭和46年4月、高遊原台地に開港した

熊本空港は、昭和55年に滑走路が3千m

に延長されたほか、昭和58年国際線ター

ミナルビル、 63年には新貨物ビル、平成

2年末には新ターミナルビルがオープン

するなど大型化、国際化が進むフライト

事情に十分対応できる施設・機能の整備

拡充が行われています。

また平成4年には霧対策として、 ILS

高カテゴリー化が着手され、平成7年に

は、就航率が大幅に改善できることにな

mm*

現在、国内線では、全日本空輸、日本

エアシステムに加え、平成3年7月から

日本航空も就航しており、東京へ一日8

便、大阪へ5便、名古屋、沖縄-各l候

が運航しているほか、平成4年6月には

札幌線も開設され、週3健が運行してい

ます。また、 B]際化の進展する中、昭和

54年に運航開始されたソウル線が、現布

日本航空と大韓航空により週2便運航さ

れているほか、中国、東南アジア、 -ワ

ィ、豪州方面へのチャーター便も増えて

います。

このように空港施設の充実、航空路線

の拡充に伴い、開港当時48万人にすぎな

かった乗降客は平成3年には217万人に

貨物は1,900tから16,646tに達しており、

熊本の空の玄関として、熊本空港の果た

す役割はこれまで以上に重要なものにな

ると予想されています。

鉄道網

九州を縦断する鹿児島本線と、横断す

る豊肥本線は本市で交わり、九州の大動

脈として観光、ビジネス、流通など広い

分野にわたって重要な役割を果たしてい

mm

市域内には、両線が結節する熊本駅の

ほか、鹿児島本線に西里駅、熊本工大前

駅、上熊本駅、川尻駅の4駅,豊肥本線

に平成駅、南熊本駅、新水前寺駅、水前

寺駅、東海学園前駅、竜田口駅、武蔵塚

駅の7駅があり、合計で年間1千6百万

人以Lの乗降客が利用しています。

一方、九州新幹線鉄道(博多～西鹿児

島計画延長249km)は、八代～西鹿児島

間が平成3年9月に着工されましたが、

都市間交通の利便性の飛躍的向上と地域

発展に大きく寄与することから、その早

期全線整備が強く望まれています。

九州縦貫自動車道

本州と連結する九州縦貫自動車道は、

北九川-鹿児島、宮崎を結ぶ計画延長

432kmの高速自動車道であり、現在北九

州-人吉、えびの一鹿児島、えびの～宮

崎間の約409km、総延長の95%が開通し

ています。

平成2年には、熊本～植木間の-EI平

均交通量が2万2千台を超え、また、都

市間高速バス輸送の拡充が進むなど、九

州の動脈路線として利用は年々増加して

います。

しかしながら、人吉-えびの間はいま

だ開通しておらず、九州の中央に位置す

る本市の拠点性の一層の向上を図るため

にも、全線の早期開通が待たれるところ

です。

熊本港

昭和49年4月重要港湾に指定された熊

本港は、物資流通の拠点として、熊本都

市圏に低コスト大量輸送の門戸を開き海

外への窓口として、貿易の振興に寄与す

るとともに、企業立地や道路網の整備を

通して、本市西部はもとより、都市圏経

済の発展に貢献する基幹流通施設として

期待されています。

昭和63年3月には、熊本港大橋(872m)

と物揚げ場、また、平成4年中にはフェ

リー用の岩壁及びターミナルが完成し、

平成5年3月に島原と結ぶフェリーの就

航により待望の開港が実現しましたo

平成9年度には、全面開港が見込まれ

1万5千トン級の船舶も就航できること

になります。

また、港湾埋立地内には、流通加「聖

」二業の舟二地や、マリーナ、人1二海浜など

の施設が併設され、海洋性レクリエーシ

ョン基地がつくられる予定です。
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安全で快適な都市基盤の整備

3月に開港した熊本港
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